
 

 

 
 

感染症の医療提供体制整備について》(3/24)事務連絡を発出 
厚生労働省は、3 月 24 日に 3 月 18 日「新型コロナウイルス感染症対策本部」で決定された『緊急事態宣

言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応』についての具体的な「事務連絡」を発出しました。 

「第 4 波」に向けて、第 3 波の医療のひっ迫を回避するための病床整備・確保
と、これまでの最高時の 2倍程度の受け入れ体制確保の 2段構え！ 
 
＊「事務連絡」は、「医療提供体制」整備について 42ページにわたって詳細な検討項目・内容を解説しています。 

しかし、問題は「新型コロナウイルス感染症」対応病床を、第 3波の最高時の約 2倍程度を確保する目安を示すものの、補助金等

の予算措置はこれまでの延長線で、現状の対策を解説するのみです！ 新たな補助の枠組みは何も示されていません！ 医療のひ

っ迫回避から、「確保病床」のさらなる拡大を求めても、個々の医療機関への手厚い、具体的な対策・補助金や減収補填策などの更

なる拡充を示さなければ、医療機関を動かすことは難しいと思われます！ 

 

☆人口 10万人当たりの「確保病床数」、「既存病床数」に対する確保病床数のデータ公表 

「確保病床数」の人口 10 万人当たり比較―最高＝鳥取県 56.3 床、最低＝静
岡県 13.2床（鳥取県の 23％）、愛知県は 16.1床、東京都は 36.3床 
 

「既存病床数（一般病床+感染症）」に対する「確保病床数」の割合―最高＝鳥
取県 4，801 床の 6.5％（313 床）、最低＝福岡県 43，530 床の 1.8％（770
床）、愛知県は 39，944床の 3.0％（1，215床）、東京都は 6.2％(5,048床) 
 
医療体制の確保・拡充の必要性は理解できるものの、その実現に向けたマンパワー確保と、態勢

整備への具体的方策は、今までの政策の延長にすぎず、全額国費負担による①「コロナ従事者手当」
直接支援や、②医療従事者と患者への定期的な社会的「PCR 検査」の実施など、医療従事者の労苦

と不安に報い、バーンアウトを回避する手厚い
対応策は示されていません！ ハードの整備拡
充で「コロナ受入れ拡充せよ」と号令を掛けて
も、医療への減収補填や医療従事者への直接支
援を行うソフト対策の大幅な拡充・強化がなく
ては、計画通りの医療体制が動くことにはなり
ません！ 
各都道府県に対しては「事務連絡」内容に基

づき、新たな体制拡充の計画策定に向けた「ツ
ール」が示されるとなっています。その内容は
公開されず、結局は内容の是非を検証すること
は出来ません。これまでの計画でも、国は都道
府県単位のデータは公表していますが、二次医
療圏や個別医療機関単位のデータは公開されて
いません。ごく限られた県では、個別医療機関
の提供体制や受け入れ実績を公表していますが、
基本的には「病院に対する風評被害を避ける」
ことを理由に非公開となっています。 

《公立公的病院等再編・統合阻止》   ２０２１年３月２９日                                              

ＮＯ．１１３ 

                                 発行：「424 愛知共同行動」事

務局 愛知社保協地域医療委員会

(文責：長尾-☏052-871-7856)                                                        



 


